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棚橋源太郎の郷丑博物館論の現代的意義  

一地域博物館論の基盤としての位置づけ一  

生島 美和＊  

はじめに  

（1）問題の所在   

戦後、博物館や学芸員の量的拡大、文化財の保護や展示法が主要課題であった  

博物館の研究および実践のなか、伊藤寿朗（1947－1991）は1970年代以降に地域社  

会や市民の学習活動に注月した博物館の理論的な研究を行った。伊藤は日本の博  

物館の歴史的・社会的背景を考察し、また法制度や活動実践に触れながら、市民  

の学習活動の場とする博物館論として、「地域博物館論1）」を提唱している。伊藤  

の地域博物館論は、博物館の利用者に主体を置いて事業論や運営諭を展開したこ  

とにより、主に公立博物館の実践に今日までも影響を与えてきている。   

しかし1990年以降、博物館に関する研究は多くが実践報告や事例研究であり、  

伊藤の地域博物館論を継承し発展・深化させる理論的研究は見られない。一方で  

今日の博物館活動の実態は、博物館を事業主体者として市民の学習活動の促進を  

謳った伊藤の地域博物館論から新たな展開を見せている。すなわち、市民活動の  

醸成や生涯学習への関心から、伊藤のいう学習活動を内包しつつ、市民が博物館  

と協働してより創造的・主体的な研究活動、専門的な調査研究活動を行ってきて  

いると捉えられる。そして今日の博物館はそれらを促す仕掛けを模索しているの  

ではないだろうかど）。   

このような地域社会や市民の研究活動と結びつく博物館活動を反映した新たな  

理論構築の糸口として、本稿では戦前に同様の主張をした棚橋源太郎の博物館論  

に注目する。棚橋源太郎の博物館論には、国立専門博物館論と郷土博物館論の2  
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系統があると考える。国立▲専門博物館論は、歴史や美術、科学を対象とする大規  

模な専門博物館では、専門的な知識や技能を修得することができ、日本の各専門  

分野の中心的な教育機関となることを臼指すというものである。一方の郷土博物  

館論は、道府県・市町村レベルにおいて地方の特色のある資料を備えた総合博物  

館を構想している。本稿は、地域博物館論の端緒を明らかにすることを目指して  

いるので、この後者の郷土博物館論を考察することを目的とする。これはつま  

り、地域社会と博物館を結びつける博物館理論史の中に棚橋の郷土博物館論を位  

置づけるとともに、郷土博物館論の現代的意義を明らかにすることである。  

（2）棚橋源太郎の郷土博物館論の研究動向  

1926年に1年間のヨーロッパ留学3）から帰国した棚橋源太郎（以下、棚橋と略  

す）は、多種の教育関係相誌において郷土博物館論を展開し、また刀江書院から  

『郷土博物館車』を刊行した。おりしもl＿！本では郷土教育運動の隆盛が見られる時  

期であり、「郷土」、「教育」をキーワードとした潮流に乗じていると考えられる。  

そうした共通点を背旗として、1930年前後の郷土博物館論と郷土教育を重ねて論  

じた研究は、新井塵三5）、内川隆志6J、金山喜昭7）のものがある。   

新井は、棚橋の郷土博物館論は、郷土教育と博物館のドッキングを試みたとし、  

それが有効に作用したことによって郷土教育は社会教育の中にも博物館を基盤に  

して浸透していった、と述べている鋸。新井のこの結論は、郷土教育運動におい  

て設置が奨励された「郷土室」を「郷土博物館」と読み替えたことにより導き出  

されている。   

内川は、明治期から昭和初期までの郷土教育の歴史を整理している「）その中で  

内川は、棚橋は郷土教育の流行の時世を追い風に『郷土博物館』を発行している  

が、当時奨励されていた小学校での郷土室の設置に対しては異議を唱えているこ  

とを指摘している9J。その異議とは、棚橋が学校ごとの郷土室には賛同していな  

いこと、そしていくつかの学校によって共同して利用されるような地域範囲にお  

いて、子どもだけではなく青少年や成人をも対象とした郷土博物館の設置を勧め  

たものであったことである。こうした棚橋の異議に注目することによって、内川  

は郷土博物館の原点は郷土室にあることを論じている。結論として、内川は、棚  
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棚槽源太郎の郷土博物館諭の現代的意義   

橋が提唱した郷土博物館論の背景や論の展開にはあまり言及せず、学校教育にお  

ける郷土教育の実践としての郷土室が、郷土博物館によって社会教育にまで拡張  

されたと捉えている。内川の見解は、棚橋の留学経験やヨーロッパからの影響に  

対して着眼せずに、郷土教育運動の中に位置づけたために、棚橋の郷土博物館論  

を歪曲してしまっている1（））。   

金山は内川の研究をふまえた上で、棚橋の郷土博物館論について、郷土教育を  

「主情的郷土教育論」と「客観的主知的郷土教育論」の2系統と類型化する梅後宗  

臣らの研究11）を用いて分析している。その結果、棚橋の郷土博物館論は、初期は  

「主情的郷土教育論」であったが、浦川事変後の1932年を境に、社会教化や地域経  

済の振興を目的理念とした「客観的主知的郷土教育論」をも内包するものとなっ  

たと論じている。そして棚橋の郷土博物館論には、あらゆる面で国民教化策に収  

蝕化を図るという当時の国策が影響している、と考察している12）。また、内川に  

よる郷土教育の対象の拡大という評価についても、「国民教化策がとってきた、学  

校現場→社会に拡大する方針と類似するもの13）」と解釈を加えている。   

新井、内川、金山は、いずれも当時の郷土教育運動の潮流に沿った形で棚橋の  

郷土博物館論を説明している。しかし郷土室に対して異議を唱えた郷土博物館論  

は、当時の郷土教育遥動と同じ系譜として位置づけられるものではないのであ  

る。つまり、棚橋の郷土博物館論には、当時の郷土教育運動とは異なる特有の意  

図があった。  

1．博物館法と棚橋源太郎  

（1）博物館法の特徴と着眼点   

日本の博物館は、1951年の博物館法によって制度化された。博物館法第2粂、  

第3粂では、博物館の目的や事業を規定している。伊藤寿朗はこれらの規定につ  

いて、博物館法成立過程の観点から「欧米の博物館法制が設置条例程度の主に財  

政保障などに限定されているのに比較し、国家法として世界的に例を見ないほど  

に完結された性格を持っている14）」と述べている。伊藤は、このように法制定当  

時の時代背景を考察しながらも、その第2条、第3条に規定される博物館の目的  

や事業を実現すべきものとして解釈し15J、1980年代に平塚市博物館をはじめとす  
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る実践を「地域博物館論」として理論化した。伊藤の地域博物館論とは、博物館  

が地域社会や市民との関係のもとに資料の価値づけや事業を行いながら、市民の  

地域課題・生活課題への取り組みを育み、支えていこうとするものである。   

伊藤は地域博物館論の理論的根拠として、特に博物館法第3粂第1項第3号  

（以下、3条3号と略す）に注目している。3条3号では博物館の事業のひとつと  

して、「一般公衆に対して、博物館資料の利用に閲し必要な説明、助言、指導など  

を行い、または研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させる  

こと」と述べられている。博物館法成立過程16）をたどると、3条3号が出現した  

のは第1草案の「博物館動植物園法」である。したがって、3条3号には「博物  

館動植物園法」を執筆した棚橋源太郎の博物館理論が反映していると考えられる。  

（2）博物館法と棚橋源太郎   

博物館法成立過程では、国会に上程される博物館法案の作成段階において、日  

本博物館協会（以下、日博協と略す）と文部省が相互の意見を主張する形で、7  

つの草案がやり取りされている。日博協の主張は、国立博物館を中心としながら  

公立博物館との相互連関を構想した博物館体系を明確にすることで、教育機関と  

しての博物館機能の充実化を図るものであった。それに射し文部省の主張は、社  

会教育法や文化財保護法などの関連法を考慮し、個々の博物館に焦点化しながら  

行政との関係を規定するというものであった。結果的に両者間の議論は堂々巡り  

したに過ぎず、日博協が文部省の主張に擦り寄る形で一本化され法制定に至っ  

た。   

しかし、3条3号の理念は第1草案から登場し、文言の変化や項目の減少を伴  

いながらもすべての草案に継承されている。3条3号の出発点である博物館法の  

第1草案「博物館動植物園法」は、棚橋源太郎（1869－1961）が執筆したものとさ  

れている17）。   

棚橋源太郎は、実物教授を推奨した理科教授法の研究者であったが、1906年に  

東京高等師範学校附属東京教育博物館18）の主事19）の兼務を命ぜられたことから、  

博物館に関与するようになった。後に2度の欧米留学経験をいかし、束京教育博  

物館や赤十字博物館において先駆的な博物館活動を行った。また、『眼に訴へる教  
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棚橋源太郎の郷土博物館諭の現代的意義   

育機関二川』や『郷土博物館』の刊行を通じて、戦前の博物館の理論的検討を試み  

る先駆けとなった人物であり、教育学をふまえた博物館研究者としては唯一の論  

者であった。さらに、1928年に博物館事業促進会21）を創設し日本の博物館の普及  

と走者の促進を試みるとともに、博物館法令化を主張した。戦後になっても博h物  

館法制定への関与、国際博物館会議（ICOM）への参加など、博物館行政や寛足菜  

に深く関わっていた。このように、棚橋は1900年代から1960年までのおよそ半世  

紀にわたり、教育機関としての博物館論を主張し、日本の博物館界のオピニオン  

リーダー的な存在であり、博物館政策と博物館活動に強く影響を与えた人物であ  

る22）。  

2．郷土教育運動における棚橋源太郎の郷土博物館論の位置  

（1）郷土教育運動   

棚橋が郷土博物館論を唱えた1920年代後半から1930年代にかけての日本の放育  

柑では、郷土教育連盟の結成や文部省の方針によって郷土教育運動が全国的な広  

がりを見せた23）。  

1927年、文部省は全国の師範学校附属小学校を中心として「郷土教授二関スル  

件」の照会を実施した。それを皮切りに、1930、1931年の「郷土研究施設費」の  

交付、1932年からの「郷土教育講習会」など、郷土教育に関わる施策を次々と実  

施している。1932年、当時の文部省普通学務局長武郎欽一は、郷土教育講習会で  

の講演「郷土教育の本義」において、郷土教育が盛んに唱えられるようになった  

要因として、「近年経済上並に思想上から生ずる不安動揺を安定するが為に役立つ  

教育は、従来の主知的な教育の意では効果の少ないこと」を挙げていたという封㌧  

文部省における1930年前後の郷土教育の方針が、郷士について数奇することを目  

的とするものであったことがわかる。  

1930年11月に、郷土教育および郷土研究を鼓吹・普及するための団体として郷  

土教育連盟が設立された。この郷土教育連盟は、刀江書院社長の尾高豊作が中心  

となり、小田内通敏や柳田国男などが関与して、雑誌刊行や出版活動などがなさ  

れている。  

1930年代前後、郷土教育に関する研究や論文が急激に増加していることも寸笥摘  
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される。宮原兎一ほ、明治末期から第2次世界大戦末期に至る郷土教育を主とし  

た著晋・論文・師範学校研究物をリストアップし、その傾向を指摘している25）。宮  

原によれば、1931年、1932年の論著が極めて多く、師範学校の郷土研究物も出版  

され始めていること、その背景には、郷土教育施設費の交付があったことを述べ  

ている。また宮原は、郷土教育連盟は社会改革としての郷土教育を主張している  

という点で、当時の社会・教育に対するインパクトが特に強かったことを考察し  

ている。全国の師範学校における郷土研究の重視は、後に国民教育の教授者とな  

る若手教師の育成に結びつき、郷土教育が小学校を中心に浸透していったと考え  

られる。   

一連の郷土教育運動の具体的事業として強く主張されたのが、学校内の郷土室  

の設置であった。郷土研究施設費の使途に関する通牒26）では、学校に使用してい  

ない教室や適当な場所があるときは、なるべく郷士研究室として整備すること、  

郷土研究の資料を購入または作成する費用とすること、資料の購入・作成のため  

の旅費として使用してもいいことなどが述べられている。ここから、学校ごとに  

資料を収集L、それを陳列・研究する環境を磐えることを指示されていることが  

わかる。また、郷土室の設置の動きは全国的なものであり、その実践報告も見ら  

れる27）。これらを鑑みると、郷土室の設置が、学校において郷土教育を具体化さ  

せる装置であったこ とがうかがえる。  

（2）棚橋源太郎の郷土博物館論と郷土教育運動の差異   

ヨーロッパから帰国後、棚橋は、ドイツ・フランス・イギリスなどの経験や見  

聞をふまえて、郷土教育運動の母体となった出版社である刀江書院から『郷土博  

物館』の刊行や、雑誌『郷土2酎』『博物館研究29）』などの論文掲載を通じて、郷土  

博物館論を展開している。   

ところが、棚橋の郷土博物館論は、当時の郷土教育運動と主張が異なっていた【。  

棚橋の郷土博物館論と郷土教育連動における差異を検証すると、次の3点が挙げ  

られる。  

1点日に、師範学校さらには小学校における、使用していない建物または教室  

を使っての郷土館、郷土室の設置の是非についてである。文部省は、郷土館また  
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棚橋源太郎の郷土榊雛鋸命の現代的意義   

は郷土室を設置し、郷土に関する資料を収集するなどの事業を行うことで郷土教  

育を具体化することができるとして、これを奨励していた3（㌔郷土室の整備は、  

1930年に交付された「郷土研究施設費」の使途の中心であったと読み取ることが  

できる。しかし、棚橋は、郷土室の設置について、アメリカの初等学校内に設け  

られている「学校博物館」についての議論を例に仕＝ハ 次のように述べている。  

永く同じ物を教室内または学校内に陳列し、生徒が勝手に出入りができるよ  

うにして置くことは、従に生徒の興味を殺ぎ彼らが研究心を鈍らするに過ぎ  

ないのである3＝  

つまり、児童が常時出入りできることによって、陳列品に対する児童の好奇心の  

希薄化につながる。加えて、そのような陳列のみを行う部屋をおのおのの学校で  

整備することは経済的ではない、として批判している32）。この、「学校博物館」の  

撫用性については、棚橋は「北アメリカの経験jニi）」と称して日本の学校における  

郷土室の設置への反論の根拠とし、以後もくり返し主張している。   

2点目に、郷土教育はその対象を学校数育にとどめてきた。j しかし棚橋は、「地  

域の中心的な社会教育機関」である郷十博物館を母体として、一貫して社会教育  

も対象に含めていることである「）したがって、教育の対象も、子どもだけでなく  

青年、婦人といった成八におよび、地域における致育活動の実践を提示している。   

3点目に、郷土博物館論が社会教育にまで拡大していたことと関わって、郷土  

教育の「郷土」が意味する範囲が、郷土教育連動と異なっていた。具体的には、  

郷土教育連動では、学枚数育に主眼がおかれていたため「郷土」は小学校を中心  

とした地域であったと想定できる二i亡1J。この傾向は、学校ごとの郷土室の設置にも  

見られるが、棚橋によると、それは経済上不可能であると述べている。棚橋が郷  

土博物館の対象とする「郷土」は、次節で考察するように、市町村、場合によっ  

ては郡・府県まで広がる範糾として捉えられていた。   

このように分析すると、郷土教育運動と棚橋の郷土博物館論とは、「郷土室の設  

置」「教育の対象」「郷土が指L示す範囲」という点で、大きな差異が生じている。  

Lかしこれらは、郷土教育運動と郷土博物館論のどちらにおいても非常に重要な  

柱であるといえ、2つの潮流の相違を表すことになろう。したがって、棚橋の郷  

土博物館論は、郷土教育運動に時期的にも重なり、また民間の運動母体である刀  
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江書院とも関係を持ち、同じ「郷土」と「教育」をキーワードとしながらも、そ  

れぞれの根底では異なる理論を展開していったと言える。言い換えれば、郷土博  

物館論は、郷土教育運動の影響を受けながら、異なる筋道を構築していったので  

ある。  

3．郷土博物舘設置の構想  

（1）「郷土」があらわす地域レベル   

棚橋は、郷土博物館について「Heimatmuseum（ドイツ語）」、「home museum  

（英語）」35）と訳 しており、その概念も欧米の理論や実践をもとにしている。そし  

て郷土博物館の指す「郷土」について、棚橋は、次のように説明をしている。  

普通の意味に於ける郷土概念は、少年時代に居住し成長した土地を中心に  

して、屡ば来往Lた郡府県までぐらいの地域内に於ける自然的喋境との接触   

姐二社会的鮎副二於いて受けた幾多の刺激体験から成り立つもので、深く脳   

裡に固着して、終生忘ることができないのである。）：裾  

「郷土」は、人間の成長発達につれてその範朗が広くなるため、単位として町村に  

なることもあるし、郡府県まで広がることもありうる。したがって郷土博物館が  

資料の対象、または来館者の対象とする範幽は、場所によって様々であると述べ  

ている。しかしこの考えを延長させると、成長するに従って郷土が拡大し、いず  

れは固までも郷土になりうるということにつながる。棚橋は、この間掛こつい  

て、ドイツのボン市立博物館館長、レーネル博士の次のような考えを参照してい  

る．ニ，  

今日独逸にある郷土博物館には、種々の型のものがある。（中略一引用者）  

これ等は市町村博物館（Ortsmuseen）、地方博物館（Tbrritorialmuseen）およ  

び中央博物館（Zentralmuseen）の三つに大別することが出来る。この三種の   

博物館は、その設置の地域および目標には互いの違いがあっても、その本来  

の職能に至っては全く同一である：汀ノ。J  

これに対して棚橋は、次のように述べている。   

（前略）中央博物館の実例として、ベルリンの国立考古学博物館（Das   

pr抽istorischestaatsmuseuminBerlin）、マインツの中央歴史博物館（Das  
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r6misch－germanische Zentralmuseum）、ニュルンベルヒの国立歴史博物館   

（Das germanische Museumin Ndrunberg）などを挙げて屠る一点には直に同  

意しかねる。勿論単にこれを中央博物館乃至国立博物館と称するに於ては、   

何の支障もないけれども、郷土博物館の一種と見倣すことは頗る当を得な  

い（〕何故ならばこれら博物館に収容されている蔵品は、両地方に止まらない  

で全放逸固から集められているからである。つ随て既に述べた通り教育上の見  

地からは、郷土の範l瑚を超越し、郷土博物館としての作用を為さないからで  

ある38J。  

つまり、棚橋は、人間にとっての「郷土」は成長とともに拡大するが、教育的作  

用があるのは市町村、広くても郡府県までとしている。それにしたがって、郷士  

博物館も市町村を主領域としているが、場合によっては郡・府県までも拡大しう  

ると考えている。1そして棚橋の郷土博物館とは、その「郷土」を資料収集の対象、  

または利用者の対象としている（〕  

（2）郷土博物館の設置条件   

棚橋は、「郷土」があらわす地域レベルを示しながら、郷土博物館の設置に対し  

て常に次の3つの条件をつけていた。，   

まずその1点日に、博物館管理者・運営者や学術的に素登のある専門家といっ  

た、専門職員の配置についてである。郷十博物館は、児童だけでなく勤労青年や  

成人の社会教育及び専門家の研究にも利用されなければならない〔「そのために  

は、毎日公開すること、そして博物館経営法を習得した管理者が必要である：抑。  

また、来館した団体や研究者に対し、陳列品の説明ができる専門員を配置しなけ  

ればならないとしている・1り）。噂門員については、欧米における博物館の視察でⅢ  

会った人たちを「キューレーター（学芸委員）11）」や「博物館教師（ミュージアムイ  

ンストラクター）‘12）」と呼んでいる。   

2点日に、博物館は貴重な資料■高価な資料も所蔵しているため、その施設が  

たとえ小さくても不燃性のものにしなければならないということである。これ  

は、関東大震災によって当時棚橋が館長を勤めていた御茶ノ水の東京博物館を全  

焼させ、貴重な資料をすべて焼失してしまったという、棚橋の経験に基づいてい  
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ると考えられる。また、実際の出来事として遠野郷土館の炎卜．Ll二う」を持ち出し、不  

燃性にできないような財力がなかったり、もしくは、たとえ財力があり不燃性の  

立派な郷土博物館が設置できたとしても、費用対効果が得られないような小さな  

町では設置すべきではない、と主張している。   

そして、上記2点をクリアさせることができる「郷」二」の指標として、「人口1万  

人以上」の郡市町村という指標を提示しているのである。）これが3点目である。  

この「人口1万人以上」は、イギリスの制度に基づいている。）棚橋によると、イ  

ギリスでは当時、人口1万人以下の小都市において税金で維持する公立博物館を  

設置することは、法律で認められていなかったという‘14）。 棚橋は、このイギリス  

の法規を根拠に、日本においても、人【二11、2万人以上の都市に博物館を設置す  

べきであると述べているノ15）。  

4．郷土博物寵の機能  

（1）郷土博物館が持つ3つの役割   

棚橋は、郷土博物館が持つ役割として、「学校の補助機関」「地域の社会教育機  

関」「特別な専門家にとっての研究機関」の3つを提示している。   

まず1つ日に、郷土博物館は学校の補助機関であるということである。郷土博  

物館は、学校では収集・陳列できないような高価な資料、貴重な資料も保存する  

ことができる 。そのため、地域に郷土博物館を設置し、多数の学校が共同して利  

用すべきである、と論じている′16）。そして、教授内容にそって博物館を訪ねるこ  

と、博物館において講義室、陳列室、幻燈などを用い、専門員によって説明を受  

けることで、学習効果が得られるとしている。さらに、博物館までが遠路であり  

容易に行くことができない場合は、博物館から学校に資料の貸し出しを行うよう  

に、専用の自動車を用意できることが望ましいと述べている47）。   

2つ目に、地域の社会教育機関としての郷土博物館である。郷土博物館は資料  

を陳列するのみではなく学校卒業彼の教育機関として、大講義室、研究室、幻燈  

壷、映写室、実験室などを設け、学術的に素養のある専門員を配置して教育にあ  

てる。さらには、講演会・講習会・地元の偉人の記念祭の開催、文化の創造、趣  

味・娯楽の場とすることが必要であるとしている48）。そのため、特別展示室、会  
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議室などは各種展覧会や青年会、婦人会などの集まりの場としても利用できるよ  

うにすべきである、と触れているl！り。社会教育における郷土博物館の使命は、「特  

に公民としての教養、愛郷土精神の養成を重点として、地域の発展、民風の作興、  

家庭生活の改善、産業の発展に寄与すること5（））」であると論じている。   

そして3つ日に、郷土博物館は「特別な専門家にとっての研究機関」でもある。  

ニこで「特別な専門家」が誰を指すのかは、棚橋によって具体的には表現されて  

いない。しかしそれを解明する手がかりとして「郷土博物館の研究機能」に注目し  

たい。郷土博物館の研究機能には、2種類が明示されており511、ひとつは現在で  

も同様に扱われる、博物館に従事する職員・専門家による資件の収集、調査研究  

である。そしてもうひとつが、地方の専門家や青年・成人の研究活動の支援であ  

る。   

棚橋は、博物館がもつ研究機能のうちの2つ日の、地方の専門家や青年・成人  

の研究活動の支援について、ヨーロッパの博物館を引きあいに出して次のように  

説明している。  

欧羅巴の地方博物館の中には、地方独特の工芸品を中心にこれに関連した   

工芸資料を蒐めて居るのが少なくない。斯の種の博物館はその地方特産工芸   

品の改良は勿論、一般産業の発達上に非常な貢献をして居る。地方人で何か   

斬らしい発明創作を企てるならば必ず先づ博物館へ出かけるのである52）。   

（博物館は一引用者）研究に熱心な筏志者に対しては普通の見物人以上の特別   

扱をなし、相当貴重なものまで、惜しげもなく出して呉れる。尚博物館に依っ   

ては、その方面に素養のある館員が居て指導をし研究を助けて呉れる53）。  

このような事例から、日本の郷土博物館への提起として、次のように述べている。  

地方の所在地には、（中略一引用者）学芸の研究や公益を目的にする諸団体、   

並びに実業組合・婦人会■公民会・男女青年団と言ったような地方産業の発   

達、家庭生活の改善、または修養を目的とする種々な団体があろう。地方博   

物館はそう言う団体と、常に親密な連絡を取らなければならぬ。そして彼ら   

に会合の室を貸し与え、収集品を開放して研究上の便宜を計らなければなら   

ぬ。同時にまたその研究を適当に指導して、これを完成させ、地方産業の発   

展・福利の増進に寄与せしめることに努力しなければならぬ別）。  
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つまり、郷土博物館では研究活動の場を提供し、また必要な専門的助言・援助を  

与えること、さらに学術・文化団体や地域団体の研究活動を支援することを述べ  

ている。そして、棚橋のいう「特別な専門家」もまた、明確な研究課題を持って  

博物館を利用する者を指し、その中にはプロフェッションとしての専門家だけで  

はなく、青年や婦人といった地域住民も含める。そしてそれらの研究活動の場と  

して郷土博物館を位置づける、と解釈できる。   

これらの3つの機能をふまえ、棚橋は、郷土博物館の種類別分類55Jは「普通博  

物館（generalmuseum）」でなければならない、と述べている56）。すなわち「郷  

土的特色の特に濃厚なもの」として、郷土の歴史、考古、土俗、工芸、美術、人  

文方面、科学、産業まで広がるものでなければならない。そしてそこでは、「郷土  

の美点ばかりでなく、短所も提示し、地域の問題を改善していくことが必要571」  

である。その一方で、「偏狭な愛郷心にとらわれ、保守退嬰に陥らしめぬよう、社  

会の趨勢に顧み時代の要求に即した社会教育を行5バリ うこと、つまり、郷士の過  

去・現状ものだけでなくそこに発展的な資料の収蝦や展示を行うことによって、  

郷土の経済的写邑展、地域‘文化の発展に役立てることをも加えて述べているのであ  

る。 

このように棚橋が描いた郷土博物館論は、学校教育での機能、社会教育での機  

能、そして研究機関としての機能を明確に提示したものであった。そして子ども  

だけではなく、青年や婦人といった地域での生活や産業を担う成人の教育・研究  

機関であるための具体的方策を論述している。なかでも注目されることは、棚橋  

の主張する郷土博物館論には「婦人会、青年会の学習の場として会議室などを提  

供する」「博物館職員は、地域住民の研究活動を支援する」「地域の文化・伝統を  

創造したり継承したりする」といった内容も含んでいることである。棚橋は、郷  

土博物館を提唱する中で、「郷土」における成人の研究活動の場を設置し、地域社  

会・生活・産業の充実化を推進することを想定していたと捉えられる。  

（2）郷土博物館論に見られる棚橋源太郎の構想と限界   

棚橋は、郷土教育運動に関わりながらも郷土室の設置を批判し、独自の郷土概  

念を用いた郷土博物館論を展開した。この郷土博物館論における棚橋の主張につ  

54   



棚橋源太郎の郷土博物館論の現代的意義   

いて、棚橋が経験した欧米の博物館実践からの影響に閲し考察することにした  

い。   

棚橋の郷土博物館論は、前述したように、2度目の留学を終えた1926年以降に  

見られる。しかし、それ以前に郷土博物館のような地域社会を対象とした小規模  

の博物館を構想していなかったわけではない。棚橋は留学以前に、国立専門博物  

館論を唱える中で次のように述べている。  

斯くの如く中央博物館の建設完成を期すると同時に又地方博物館の施設経常  

にも大いに努力しなければならぬと思います。これは主としてその府県なり  

都市の民衆教化を目的とすべきもので、自然その地方に於ける地方的色彩を   

濃厚にし地方博物館としての特色を発揮すべきものであります59ノ。  

つまり、地方の博物館は国立のような専門分野別ではなく、地方の特色を総合し  

た博物館でなければならないとし、その地方の文化の中心となる教育職関とすべ  

きである、と述べている。しかし、この時点ではまだあくまで国立の博物館と対  

になるものとして論じられたのみであり、具体的な事業に言及することはなかっ  

た。   

その後、棚橋が博物館研究を目的として2度目に訪れたヨーロッパ、特にドイ  

ツは、おりしも、第1次世界大戦が終わり郷土の復興、教育の郷土化・地方化が  

進められ、郷土博物館が地域の身近な大衆の教育機関となっていた60）。棚橋はド  

イツ、そして欧米全土に広がるこの小規模の博物館理論を日本に持ち込んだ。す  

なわち、ヨーロッパに普及していた小規模博物館を棚橋がそれまで構想していた  

地方博物館の具体的な活動例とし、帰国後に郷土博物館論として主張したのであ  

る61）。〕その中で棚橋は、欧米の博物館、特にドイツの郷土博物館やイギリスの地  

方博物館をモデルとし、人口1万人以上といった博物館の設置規準を提示してい  

る。一方で、その規準に該当する当時の日本の市町村数は656であり62J、博物館的  

施設まで含めたものとしてもその数は300前後であっだ泊）。   

また、棚橋は学校における郷土室の設置ではなく、学校から独立した地域の教  

育・研究機関としての郷土博物館論を展開した。これについて、国立専門博物館  

論とも結びつけて考えると、博物館をひとつの教育機関体系として構築し、日本  

全体に道府県・市町村レベルで展開・定着させようと考えたと捉えられる。  
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しかし、棚橋の郷土縛物館論は日本全土の多くを［≒fめていた貧しい農相社会の  

実態に日を向けたものではなかった。そのため、棚橋の郷土博物館論は十分に展  

開し得なかったという限界があった。  

おわりに   

本稿では、1930年前後に見られる棚橋源太郎の郷土博物館論を明らかにしてき  

た。ドイツ・イギリスの博物館論に影響を受けた棚橋は、当時隆盛していた郷土  

教育運動で推奨された郷土室の設置に異議を咽えていた。そして人口1万人以上  

の郡市町村に郷土博物館を設置し、所蔵資料を利用しての知識を教授すること  

や、専門職員を配置し地域住民の学習・研究拍動の支援を行うことを提唱した。  

それはつまり、郷土博物館を学校教育の補助機関としてだけではなく、地域の社  

会教育機関、身近な研究機関として機能させることであった。   

なかでも、棚橋による郷土博物館を地域の身近な研究機関とする考え方には、  

郷土博物館が地域の研究活動の場として、地域住民に資料だけでなく博物館に設  

けられた講義室・会議室・図沓室などをも開放すること、専門職削二よって研究  

活動の促進や支援が行われることが述べられていた。，このように、郷土博物館は  

地域社会や生活、産業の充実化を推進するための研究活動の場として構想されて  

いたのである。   

これまで論じてきた棚橋の郷土博物館論は、現在施行されている博物館法のも  

とになっている第1草案「博物館動植物園法」において、博物館の事業、博物館  

体系、職員、施設構造について大きく投影された。一 しかし、博物館法は草案が最  

ねられる過程で、相違が見られた文部省案と日博協案の主張のすりあわせによ  

り、棚橋の意向が読み取りにくいものとなっていった。伊藤が地域博物館論を論  

じる中で注目した3条3号を棚橋の郷土博物館論を考察した上で解釈すると、地  

域住民が豊富な資料を利用しながら地域生活に関わる研究活動を行う場として機  

能する博物館を実現させる、といった理念として理解することができる6・1）。そし  

て、博物館活動に今日求められている地域住民にとっての研究活動の場という理  

念の原点として、棚橋の郷土博物館論を位置づけることができる。  
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郎■宮本常太郎『棚橋先生の生涯と博物館』、六人社、1962、p．52こ））しかL棚橋が使用  

したパスポートからは、社会教育調査員嘱託の肩書きでフランスのほか、ドイツ、オー  

ストリアにも入国していることが分かる。  

4）棚橋源太郎打】郷土博物館』、刀江書院、1932。（伊藤寿朗監修『悼物館基本文献雲剛第2  

巻、大空社、1991に再録。）  

5）新井重三「郷土教育と博物館」『博物館研究』第13巻第8・9号、日本博物館協会、   

1978、pp．2卜24。  
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巻1号、1932、pp．213r214。海後らの2類型とは、「郷土の直感教授を行ひ、これを地  
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かけた生涯－』（岐阜県博物館友の会、1992）を主に参照してまとめた。  
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36）棚橋源太郎「郷土博物館の本質と職能」『博物館研究』第5巻第4号、日本博物館協会、  

1932。  
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46）棚橋、前掲番32）。  

47）棚橋、前掲苦4）、pp．239－262。  
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1932。  
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55）博物館の校規別分頬とは、人文科学系、芸術系、自然科学系といった博物館が扱う資料  
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録博物館、博物館相当施設、博物館類似施設）などがある。伊藤寿朗・森田恒之『博物   

館概論』、国土社、p．10参照。  

56）棚橋、前掲書4）、pp．18－－20。なお、棚橋はこれに並ぶものとして、「スペシャル・ミュー  

ジアム（特殊博物館、専門博物館）」を挙げている。  
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63）伊藤寿郎「日本博物館発達史」、伊藤・森田、前掲藩55）、pp．129。  
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A Mo超erm Meam且‡噌¢m Gemせaro ●  

助ma馳a至心i’s T払帥ry O君雄ome MuseⅧm  
（He畳ma七museum）：  

As a迅asis¢f蝕e T払eoyy of  

Comm硯m玩y M岨Se弧m  

Miwa OJIMA  

The purpose of this paperis to consider Gentar07hnahashi’s theory of  

home museum（heimatmuseum）and to putitinto the museology history that  

COmbines museum and communlty．  

Most previous studies on the theory of home museum have been  

explicated along with the viewpoint of Kyodo Kyoiku Undo（Movement on  

Heimateiziehung）．Fbrit wasin19300n thereabout that gained strength while  

Tbnahashicame back from Europe andinsisted the theory of home museum．  

His theory；howeverlmuSt have some other differentviewsfrom Kyodo Kyoiku  

Undo’s，for example，that his objection to recommending to set uplocal  

education roomin school．  

Home museum contemplated by ′mnahashiwasindependent 丘■Om SChool  

and foundedin the more thanlO thousand－pOpulous munlClpality．Italso needed  

to arrangelocalinstrumentS and plenty spaces for activity；and post adequate  

professions．It could be thought that such home museum have the followlng  

functions；nOt Onlyinstructlng Children withinstruments butalso creating adult  

learnlng and culture and facilitatlng Citizen’s study to develop theirlife，  

COmmunity andindustry．  

Thnahashi’s theory of home museumis stillinnuentialto activitiesin  

museum through the Museum LawIt would be rooted on the concept of  

facilitatlngCitizen－s studythat demanded血・Om tOday’s communltymuSeum・  
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